
 

 

 

 

保健支援業務受託者募集要項 

（令和６年度～令和８年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年２月 

健康福祉部 
 

 

 



- 1 - 
 

１ 趣旨 

  この募集要項は、保健支援業務（以下「本業務」という。）の受託者を、公募型プロポーザル

方式（以下「本プロポーザル」という。）により選定するために必要な事項を定める。 

 

２ 業務概要 

 （１）業務名  

    保健支援業務（令和６年度～令和８年度） 

 （２）業務内容 

①検診受診票等確認業務 

②国保保健事業実施業務 

③特定保健指導業務 

各業務の詳細は、別に定める共通仕様書・事業別仕様書による。 

 （３）実施期間 

令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 （４）委託料上限額 

     ①検診受診票等確認業務  １１，４３０，８７０円 

     ②国保保健事業実施業務  ２３，５５４，０８０円 

     ③特定保健指導業務    ・動機付け支援１件当たり  ７，２００円 

      （単価契約）      ・積極的支援 １件当たり ２２，０００円 

※いずれにおいても、消費税及び地方消費税の額を含む 

    （内訳） 

    

 

   

    

 

※いずれにおいても、消費税及び地方消費税の額を含む 

 

３ 参加資格 

  本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる条件をすべて満たしている者とする。 

(１) 山口県内に拠点を有する法人その他の団体であること。（法人格の有無は問わない。） 

※複数の団体が共同して応募する場合は､その中で代表団体を定め、構成団体間で委任 

状を作成し、協定書（兼委任状）（様式第５号）を提出すること。（応募に関する責 

任、本業務に関して生じた責任は構成団体が連帯責任を負う。） 

     ※応募団体の構成員は､他の応募団体の構成員になることはできない。 

（２） 保健医療福祉専門職（医師、保健師、看護師等）の資格を有する者を配置しているこ

と。 

（３） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項(同項を準用する

場合を含む｡) の規定により、本市における一般競争入札等の参加を制限されていない

こと 。 

 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

①検診受診票等確認業務 3,810,290円 3,810,290円 3,810,290円 

②国保保健事業実施業務 7,851,360円 7,851,360円 7,851,360円 

③特定保健指導業務 

 （単価契約） 

・動機付け支援１件当たり  ７，２００円 

・積極的支援 １件当たり ２２，０００円 
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（４） 地方自治法第９２条の２(議員の兼業禁止)、第１４２条(長の兼業禁止)(同条を準用す

る場合を含む｡) 又は第１８０条の５第６項 (委員の兼業禁止) の規定に抵触しないこと 

  （５） 公募開始の日から契約締結日までの間において、会社更生法（平成１４年法律第１５ 

４号）第１７条の規定に基づく更生手続き開始の申し立て、又は民事再生法（平成１１ 

年法律第２２５号）に基づく再生手続き開始の申し立てをしていないこと（手続開始決 

定後は除く）。 

（６） 法人税、地方税その他租税公課を滞納していないこと。 

（７） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第 

２号に規定する暴力団及び同条第６号に規定する暴力団員である役職員を有する団体並 

びにそれらの利益となる活動を行うものでないこと。 

  （８） 政治団体、宗教団体又はそれに類する団体でないこと。 

 

４ 実施スケジュール  

項目 日程 備考 

プロポーザル公募開始 令和６年２月 ２日(金） 宇部市公式ウェブサイトに掲載 

募集に関する質問受付期限 令和６年２月 ８日(木) 電子メールで受付 

質問における回答の公表 令和６年２月１３日(火) 宇部市公式ウェブサイト上で回答 

参加表明書の提出 令和６年２月１６日(金) 必着（持参又は郵送） 

参加資格審査の結果通知 令和６年２月２６日(月) 電子メールで通知 

企画提案書等の提出 令和６年３月１１日(月) 必着（持参又は郵送） 

委託先選定委員会 令和６年３月中旬（予定） プロポーザル参加者に別途通知 

審査結果の通知発送 令和６年３月下旬 プロポーザル参加者に別途通知 

契約締結 令和６年４月１日 (月)  

 

  ＜募集に関する質問の受付＞ 

(１) 提出期限 令和６年２月８日（木） 午後５時必着 

(２) 提出方法 質問書（様式第７号）を電子メールで「８ 担当部署」に提出すること。 

(３) 回答方法 質問に対する回答は、令和６年２月１３日（火）を目途に、提出された全

ての質問とその回答をまとめて、本市ウェブサイトに掲載する。 

なお、質問した事業者名は公表しない。 

 

  ＜参加表明書の提出＞ 

   「３ 参加資格」要件を満たし、本プロポーザルに参加する場合は、次のとおり参加表明

書を提出すること。 

(１) 提出期限 令和６年２月１６日（金）午後５時までに必着とする。 

(２) 提出方法 持参又は郵送 持参の場合は、平日の午前８時３０分から午後５時までと 

  する。 

(３) 提出先  「８ 担当部署」に提出のこと。 

(４) 提出部数 １部         

(５) 提出書類 書類は次の順に並べ、クリップ等でまとめて提出すること。 
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書類の名称 留意事項 

公募型プロポーザル参加表明書 

（様式第１号） 
 

業務体制表（様式第３号） 

契約締結後の業務の実施体制（管理責任者及び配

置人員の氏名、経験、担当する業務内容等）につ

いて記載すること 

① 事業者概要（任意様式） パンフレット等事業者の業務内容がわかるもの 

② 登記簿謄本又は登記事項全部 

証明書（その他の団体等で法人登記

がない場合は、定款その他の規約） 

申請時点で発行から３か月以内のもの、写し可 

③ 直近１年分の本店所在地の 

県・市町村民税及び固定資産税・都

市計画税の未納の額が無いことがわ

かるもの（ただし、会社設立１年未

満のため、証明書が発行されない等

の場合は、その旨を記載した理由書

（様式自由） 

申請時点で発行から１か月以内のもの、写し可 

④ 法人税と消費税及び地方消費 

税の未納の額が無いことがわかるも

の（納税証明書その３の３でも可） 

申請時点で発行から１か月以内のもの、写し可 

共同事業体結成協定書兼委任状 

（様式第５号） 
共同事業体を結成して応募する場合のみ 

共同事業体連絡先一覧 

（様式第６号） 
共同事業体を結成して応募する場合のみ 

※共同事業体を結成して応募する場合、上記書類①～④は、共同事業体のすべての構成 

団体について提出すること。 

 （６）参加決定 上記書類に基づき参加資格の審査を行い、結果を通知する。 

 

＜企画提案書等の提出＞ 

   参加資格結果通知にて参加資格を有した者は、次のとおり必要書類を提出すること。 

（１） 提出期限 令和６年３月１１日（月）午後５時までに必着とする。 

（２） 提出方法 持参又は郵送 持参の場合は、平日の午前８時３０分から午後５時までと 

  する。 

（３） 提出先  「８ 担当部署」に提出のこと。 

（４） 提出部数 正本１部 

         副本5部（正本のコピー。正本にカラー印刷を含む場合は、副本もカラー 

印刷とすること。） 

（５） 提出書類 書類は次の順に並べ、１部ごとにクリップ等でまとめて提出すること。 
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書類の名称 留意事項 

企画提案書 

（様式第２号、様式第２－１号） 

本業務の企画・構成、運営、実施などについて具

体的に記載すること 

業務受託実績書（様式第４号） 本業務と目的の類似する実績を記載すること 

① 直近１年の貸借対照表及び損益 

計算書 
写し可 

見積書（任意様式） 
作業内容ごとの具体的な積算内訳を記載し、見積

額は、消費税及び地方消費税額を含む額とする。 

※共同事業体を結成して応募する場合、上記書類①は、共同事業体のすべての構成 

団体について提出すること。 

 

  ＜参加辞退＞ 

   参加表明書の提出後、プロポーザルへの参加を辞退する者は、辞退届を次の方法で提出す 

ること。なお、この場合は、その他の事業において不利益を被ることはないものとする。 

(１) 提出書類 参加辞退届（様式第８号） 

(２) 提出期限 令和６年３月１２日（火） 午後５時必着 

(３) 提出方法 持参又は郵送 持参の場合は、平日の午前８時３０分から午後５時までと 

   する。 

(４) 提出先  「８ 担当部署」へ提出すること。 

 

  ＜応募にあたっての留意事項＞ 

(１) プロポーザルに要する経費及び提出に係る費用は、全て参加者の負担とする。 

(２) 市が必要と認めるときは、追加書類の提出を求める場合がある。 

(３) 企画提案書は１事業者につき１案とする。 

(４) 提出期限後の企画提案書の修正又は変更は、原則として認めない。 

(５) 企画提案書など、本業務のプロポーザルに係る全ての提出物は返却しない。 

(６) 提出された企画提案書等は、委託先の選定のために使用するものとし、公表しないが、

情報公開請求があった場合、宇部市情報公開条例に基づき公開することがある。 

(７) 通信障害等によって電子メール等の未着が生じた場合において、本市はいかなる責任

も負わない。 

(８) 次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

ア 参加資格の要件を満たさなかった場合 

イ 企画提案書等が提出期限までに提出されなかった場合 

ウ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

エ 選定の公平性を害する行為があった場合 

     オ 前各号に定めるもののほか、著しく信義に反する行為があった場合 

（９） 申込者が１事業者の場合も参加資格を満たしていた場合は審査を実施し、評価基準を

満たしていた場合はその者と契約を行う。 

 

５ 委託先の選定方法 

(１) 審査日  令和６年３月中旬（予定） 

(２) 審査場所 宇部市保健センター（予定） 

(３) 開催方法 選定委員会において、提出された企画提案書等を基に、書類審査及びプレ 

   ゼンテーションによる審査 
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６ 審査方法及び評価基準  

（１） 保健支援業務受託候補者選定委員会（以下「選定委員会」という。）において、提出さ

れた選定書類の審査を行い選定する。 

（２） 評価基準は下記のとおりとし、提出された企画提案書及びその他選定書類で評価基準

を満たしているか判断する。また、内容に不明な点があれば適宜、質疑応答を行う。 

評価基準 
評価点 

（１人） 

１ 法人の財務状況 ５点 

２ 類似業務実績 １０点 

３ 業務体制の構築状況 ２０点 

４ 各業務の企画・提案内容に関する業務理解度・計

画性 

４５点 

５ 当該事業に係る必要経費  ５点 

６ 個人情報の取扱い １０点 

７ 意欲、能力、誠実さ  ５点 

合計 １００点 

※上記評価項目について審査委員が採点を行い、審査委員の平均が４割未満のものがある場

合、または合計得点が５割未満の場合は採用しない。 

   なお、同点の場合は、見積金額の低い参加申込者を第１受託予定候補者として選定する。 

 

（３）審査結果の通知 

審査結果は、企画提案書の提出のあった全ての事業者に書面で行い、令和６年３月

下旬に通知発送する。なお、選考結果についての異議申し立てがあれば、別途通知す

る期限までに申出るものとする。 

 

７ 契約 

（１）契約書作成に要する経費は、受託者の負担とする。 

（２）契約保証金は、宇部市財務規則（昭和４４年規則第４号）第９８条及び第 

   ９９条の規定による。 

 

８ 担当部署 

  健康福祉部 健康増進課（保健センター）  

  〒７５５－００３３ 宇部市琴芝町二丁目1番10号 

  ＴＥＬ ０８３６－３１－１７７７ 

  ＦＡＸ ０８３６－３５－６５３３ 

  Ｅ－ｍａｉｌ hose@city.ube.yamaguchi.jp 

 


